
 令  和  7  年  3  ⽉  25  ⽇ 

 舞  鶴  市  議  会  議  ⻑     肝  付     隆  治     様 

 議  会  運  営  委  員  会 
 委  員  ⻑     ⼭  本     治  兵  衛 

 舞  鶴  市  議  会  委  員  会  条  例  の  ⼀  部  を  改  正  す  る  条  例  制  定  に  つ  い  て 

    舞  鶴  市  議  会  会  議  規  則  第  14  条  第  2  項  の  規  定  に  基  づ  き、  上  記  の  議  案  を  別  紙  の  と  お  り 
 提  出  し  ま  す。 



 （別  紙） 
 市  議  委  第  1  号 

          舞  鶴  市  議  会  委  員  会  条  例  の  ⼀  部  を  改  正  す  る  条  例  制  定  に  つ  い  て 

    舞  鶴  市  議  会  委  員  会  条  例  の  ⼀  部  を  改  正  す  る  条  例  を  次  の  よ  う  に  制  定  す  る  も  の  と  す 
 る。 

 舞  鶴  市  議  会  委  員  会  条  例  の  ⼀  部  を  改  正  す  る  条  例 
 舞  鶴  市  議  会  委  員  会  条  例  (平  成  2  年  条  例  第  19  号)  の  ⼀  部  を  次  の  よ  う  に  改  正  す  る。 
 第  4  条  第  2  項  及  び  第  7  条  第  2  項  中  「  10  ⼈  以  内」  を  「  8  ⼈」  に  改  め  る。 

 附     則 
    こ  の  条  例  は、  公  布  の  ⽇  か  ら  施  ⾏  す  る。 

 提  案  理  由 
    議  会  運  営  委  員  会、  資  格  審  査  特  別  委  員  会  及  び  懲  罰  特  別  委  員  会  の  委  員  定  数  を  改  め 
 た  い  の  で  提  案  す  る。 


